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役場からのお知らせ役場からのお知らせ

　
平
成
３１
年
１
月
１
日
現
在
黒
潮
町
に

在
住
す
る
世
帯
に
申
告
書
を
配
付
し
て

い
ま
す
。

　
「
申
告
書
の
提
出
が
不
要
な
方
」
に

該
当
し
な
い
２０
歳
以
上
の
方
は
、
前
年

の
１
月
か
ら
１２
月
ま
で
の
１
年
間
の
収

入
な
ど
に
つ
い
て
申
告
が
必
要
と
な
り

ま
す
。

　
こ
の
申
告
書
は
国
民
健
康
保
険
税
・

介
護
保
険
料
の
申
告
書
も
兼
ね
て
い
ま

す
の
で
、
収
入
が
無
い
場
合
で
も
、
そ

の
旨
を
記
載
し
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
申
告
結
果
は
、
町
県
民
税
を
適
正
に

課
税
す
る
た
め
の
基
礎
資
料
と
な
る
ほ

か
、
国
民
健
康
保
険
税
な
ど
の
算
定
資

料
と
し
て
も
使
い
ま
す
。

　
ま
た
、
所
得
証
明
書
な
ど
の
税
務
証

明
の
基
礎
資
料
と
し
て
も
使
い
ま
す
。

　
申
告
書
の
提
出
が
な
い
場
合
は
、
国

民
健
康
保
険
税
な
ど
の
軽
減
措
置
が
受

け
ら
れ
な
い
、
所
得
証
明
書
の
交
付
が

で
き
な
い
、
各
種
税
額
控
除
が
受
け
ら

れ
な
い
、
な
ど
の
場
合
が
あ
り
ま
す
。

収
入
の
な
か
っ
た
方
や
、
障
害
年
金
・

遺
族
年
金
な
ど
の
非
課
税
年
金
を
受
給

し
て
い
る
方
も
申
告
が
必
要
と
な
り
ま

す
の
で
、
期
限
内
の
申
告
を
お
願
い
し

ま
す
。

　
た
だ
し
、
次
に
該
当
す
る
方
は
提
出

は
不
要
で
す
。

◆
申
告
書
の
提
出
が
不
要
な
方

①
所
得
税
の
確
定
申
告
書
（
還
付
申
告

を
含
む
）
を
提
出
さ
れ
た
方

②
昨
年
中
の
収
入
が
公
的
年
金
の
み
の

方
で
、
扶
養
控
除
、
医
療
費
控
除
や

生
命
保
険
料
控
除
な
ど
の
各
種
控
除

を
受
け
な
い
方

③
昨
年
中
の
収
入
が
給
与
（
１
カ
所
）
の

み
の
方
で
、
勤
務
先
よ
り
年
末
調
整

済
の
給
与
支
払
報
告
書
が
提
出
さ
れ

て
い
る
方

④
昨
年
中
の
収
入
が
全
く
無
く
、
黒
潮

町
内
の
方
に
扶
養
（
税
）さ
れ
て
い
る
方

◆
申
告
の
際
に
必
要
な
も
の

①
印
か
ん
（
認
印
可
）

②
収
入
や
経
費
が
わ
か
る
も
の
（
給
与
、

公
的
年
金
な
ど
の
源
泉
徴
収
票
、
自

営
業
の
方
は
、
収
入
の
明
細
や
経
費

の
領
収
書
な
ど
）

③
生
命
保
険
や
地
震
保
険
の
控
除
証
明
書

④
国
民
年
金
な
ど
の
支
払
証
明
書

⑤
医
療
費
の
領
収
書

※
②
、
⑤
に
つ
い
て
は
事
前
に
集
計
を

し
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。

◆
本
人
確
認
に
つ
い
て

　
本
人
確
認
の
た
め
「
個
人
番
号
カ
ー

ド
」
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

・
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
お
持
ち
で
な
い
方

　
個
人
番
号
通
知
カ
ー
ド
と
次
の
よ
う

な
顔
写
真
付
の
も
の
の
う
ち
い
ず
れ
か

ひ
と
つ

運
転
免
許
証
・
パ
ス
ポ
ー
ト
・
身
体

障
害
者
手
帳
・
在
留
カ
ー
ド
　
な
ど

・
個
人
番
号
カ
ー
ド
と
顔
写
真
付
の
も

の
が
な
い
場
合

　
個
人
番
号
通
知
カ
ー
ド
と
次
の
よ
う

な
も
の
ふ
た
つ

健
康
保
険
証
・
年
金
手
帳
　
な
ど

【
提
出
期
限
】
３
月
１５
日
（
金
）

※
必
要
な
書
類
な
ど
の
確
認
や
申
告
の

要
否
に
つ
い
て
は
、
お
気
軽
に
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
乗
ら
な
く
な
っ
た
り
、
乗
れ
な
く
な

っ
た
原
動
機
付
自
転
車
や
軽
自
動
車
で

も
、
３
月
３１
日
ま
で
に
廃
車
手
続
き
を

し
な
い
と
、
来
年
度
も
軽
自
動
車
税
が

か
か
り
ま
す
。
ご
自
宅
に
こ
の
よ
う
な

車
両
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
早
め
の
手
続

き
を
お
勧
め
し
ま
す
。

　
な
お
、
車
の
種
類
に
よ
っ
て
次
の
表

の
と
お
り
手
続
き
先
が
違
い
ま
す
の
で
、

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
農
耕
車
と
は
、
ト
ラ
ク
タ
ー
・
乗
用

装
置
付
の
コ
ン
バ
イ
ン
・
田
植
機
・
運

搬
車
両
な
ど
の
農
耕
作
業
用
自
動
車
な

ど
、
大
き
さ
に
関
係
な
く
乗
用
装
置
が

付
き
、
時
速
３５
㎞
未
満
で
走
行
す
る
も

の
で
す
。

　
こ
れ
ら
の
農
耕
車
は
、
道
路
を
走
ら

な
く
て
も
軽
自
動
車
税
が
か
か
り
ま
す
。

税
務
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

来
年
度
町
県
民
税
な
ど
の
申
告
に

つ
い
て

忘
れ
て
い
ま
せ
ん
か

軽
自
動
車
な
ど
の
廃
車
手
続

農
耕
車
に
は
軽
自
動
車
税
が
か
か

り
ま
す

手続先・連絡先

本庁 税務課 住民税係

　　　蕁43－2816

佐賀支所 地域住民課 総合窓口第1係

　　　蕁55－3113

軽自動車の種類

○原動機付自転車（125cc

以下）

○小型特殊自動車（農耕作業

用のもの、トラクターなど）

軽自動車検査協会（高知市長浜）

　　　蕁050－3816－3125
○軽自動車

高知県軽自動車協会（高知市長浜）

　　　蕁088－842－4311

○125cc超～250ccまで

のバイク

高知運輸支局（高知市大津）

　　　蕁050－5540－2077
○250ccを超えるバイク
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農
耕
車
を
登
録
さ
れ
て
い
な
い
方
は
、

本
庁
ま
た
は
佐
賀
支
所
窓
口
へ
登
録
の

届
出
を
し
て
ナ
ン
バ
ー
の
交
付
を
受
け

て
く
だ
さ
い
。
農
耕
車
を
買
い
替
え
、

廃
車
し
た
と
き
も
担
当
窓
口
で
手
続
き

が
必
要
で
す
。

◆
登
録
に
必
要
な
も
の

・
所
有
者
の
印
か
ん
（
認
印
可
）

・
車
名

・
車
台
番
号

・
総
排
気
量

※
代
理
の
方
が
届
出
を
す
る
場
合
は
、
代

理
の
方
の
印
か
ん
も
必
要
に
な
り
ま
す
。

　
障
が
い
者
の
た
め
に
使
用
す
る
車
で
、

次
の
要
件
を
満
た
す
場
合
は
、
申
請
に

よ
り
軽
自
動
車
税
の
減
免
を
受
け
ら
れ

ま
す
。

◆
対
象
と
な
る
車
両

・
障
が
い
者
が
所
有
し
、
自
ら
が
運
転

す
る
車

・
障
が
い
者
（

１８
歳
未
満
の
身
体
障
が

い
者
や
知
的
障
が
い
者
、
精
神
障
が

い
者
と
生
計
を
同
じ
く
す
る
方
を
含

む
）
が
所
有
し
、
生
計
を
同
じ
く
す

る
方
が
障
が
い
者
の
通
院
通
学
な
ど

の
た
め
に
運
転
す
る
車

・
障
が
い
者
の
み
の
世
帯
の
方
が
所
有
し
、

常
時
介
護
す
る
方
が
障
が
い
者
の
通

院
通
学
な
ど
の
た
め
に
運
転
す
る
車

※
障
が
い
の
程
度
な
ど
に
よ
る
制
限
が
あ

り
ま
す
。
ま
た
、
軽
自
動
車
、
普
通
自

動
車
あ
わ
せ
て
１
台
に
限
り
ま
す
。

◆
申
請
に
必
要
な
も
の

・
身
体
障
害
者
手
帳
、
戦
傷
病
者
手
帳
、

療
育
手
帳
ま
た
は
精
神
障
害
者
保
健

福
祉
手
帳

・
個
人
番
号
カ
ー
ド
ま
た
は
通
知
カ
ー
ド

・
運
転
者
の
運
転
免
許
証

・
印
か
ん
（
認
印
可
）

・
自
動
車
検
査
証

・
減
免
申
請
書
（
本
庁 

税
務
課
・
佐
賀

支
所 
地
域
住
民
課
に
あ
り
ま
す
）

※
「
生
計
が
同
一
で
あ
る
こ
と
」
や
「
常

時
介
護
し
て
い
る
こ
と
」
、「
通
院
、

通
学
な
ど
を
行
っ
て
い
る
こ
と
」
を

証
明
す
る
書
類
が
別
途
必
要
な
場
合

が
あ
り
ま
す
。

◆
申
請
期
間
（
来
年
度
分
）

　
５
月

２４
日
（
金
）
ま
で

※
４
月
１
日
現
在
、
所
有
し
て
い
る
車

に
限
り
ま
す
。
ま
た
、
４
月
２
日
以

降
に
車
を
取
得
し
た
り
、
障
害
者
手

帳
の
交
付
を
受
け
た
方
は
、
翌
年
度

か
ら
対
象
と
な
り
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

 
本
庁 

税
務
課 

住
民
税
係

　
　
　
　
蕁

４
３
―

２
８
１
６

 
佐
賀
支
所 

地
域
住
民
課 

総
合
窓
口
第
１
係

　
　
　
　
蕁

５
５
―

３
１
１
３

　
高
知
県
内
で
高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ

ン
ザ
が
発
生
し
た
場
合
は
、
愛
玩
鳥
を
飼

育
さ
れ
て
い
る
皆
さ
ん
へ
情
報
提
供
や
鳥

の
異
常
の
有
無
を
調
査
す
る
必
要
が
あ
る

た
め
、
黒
潮
町
お
よ
び
高
知
県
で
は
愛
玩

鳥
の
飼
養
状
況
調
査
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

黒
潮
町
内
で
次
の
愛
玩
鳥
を
飼
育
さ
れ
て

い
る
方
は
ご
連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
。

○
対
象
と
な
る
鳥
の
種
類

ニ
ワ
ト
リ
、
ア
ヒ
ル
、
ア
イ
ガ
モ
、

ウ
ズ
ラ
、
七
面
鳥
、
キ
ジ
、
ダ
チ
ョ

ウ
、
ホ
ロ
ホ
ロ
鳥
、
そ
の
他
の
鳥（
野

生
動
物
と
接
触
が
あ
る
も
の
）

○
報
告
す
る
内
容

氏
名
、
住
所
、
電
話
番
号
、
鳥
の
種
類
、

羽
数
（
１
０
０
羽
以
上
飼
育
さ
れ
て
い

る
場
合
は
報
告
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
）

※
個
人
情
報
は
本
目
的
以
外
に
は
使
用

し
ま
せ
ん
。

○
報
告
期
限

　
２
月

２８
日
（
木
）
ま
で

○
報
告
・
お
問
い
合
わ
せ

 
本
庁 
農
業
振
興
課 

農
業
振
興
係

蕁

４
３
―

１
８
８
８

蕭

４
３
―

２
７
８
８

　
高
知
県
西
部
家
畜
保
健
衛
生
所

蕁

３
７
―

２
１
４
８

蕭

３
７
―

５
３
２
６

　
黒
潮
町
で
高
知
家
健
康
パ
ス
ポ
ー
ト

を
所
有
さ
れ
て
い
る
方
を
対
象
に
、
今

年
度
２
回
目
の
抽
選
会
を
行
い
ま
す
。

◆
応
募
締
切
　
２
月

２８
日
（
木
）

◆
応
募
方
法

　
同
パ
ス
ポ
ー
ト
に
希
望
す
る
コ
ー
ス

に
必
要
な
枚
数
の
ヘ
ル
シ
ー
ポ
イ
ン
ト

シ
ー
ル
を
貼
り
、
役
場
（
本
庁
保
健
衛

生
係
、
佐
賀
支
所
総
合
窓
口
第
２
係
、

保
健
セ
ン
タ
ー
）
へ
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

　
住
所
・
氏
名
の
欄
が
記
載
さ
れ
た
ペ

ー
ジ
を
コ
ピ
ー
し
ま
す
の
で
、
そ
れ
に

コ
ー
ス
を
記
入
し
応
募
完
了
で
す
。

※
応
募
は
１
人
１
回
の
み
。
第
１
回
の

抽
選
会
で
当
選
さ
れ
た
方
は
、
応
募

で
き
ま
せ
ん
。

【
Ａ
コ
ー
ス
（

２０
枚
）
】

　
拳
ノ
川
診
療
所
検
査
券
（
腹
部
エ
コ

ー
検
査
と
血
液
検
査
）
　
３
名

【
Ｂ
コ
ー
ス
（

１５
枚
）
】

　
び
ん
び
屋
ち
り
め
ん
・
干
物
セ
ッ
ト

１０
名

【
Ｃ
コ
ー
ス
（

１０
枚
）
】

　
黒
潮
町
商
品
券
２
千
円
分
　

７０
名

○
お
問
い
合
わ
せ

　
本
庁 

健
康
福
祉
課 

保
健
衛
生
係

蕁

４
３
―

２
８
３
６

軽
自
動
車
税
の
減
免
に
つ
い
て

高
知
家
健
康
パ
ス
ポ
ー
ト
２
０
１
８

第
２
回
抽
選
会

愛
玩
鳥
を
飼
育
さ
れ
て
い
る
皆
さ
ん
へ


